
　 新たに保育所や認定こども園、特定地域型保育事業を開所する場合や、既存施設の定員を増加する





場合等に、施設は「認可」とは別に、公費の支給対象施設・事業について「確認」を受ける必要がございます。

この「確認」の中で、「認可定員」の設定とは別に、給付費の積算等に適用される「利用定員」についても、

入園希望者数や園が確保可能な保育士数等により、設定を行うこととなっており、利用定員の設定にあたって、

市が設置する審議会等において意見を聴くものです。

　 本資料は、増築・大規模修繕工事の完了に伴い、本年10月より定員増を予定している下記施設の利用定員


の変更について、意見聴取を行うものです。

＜変更前＞

【１号認定子ども】 （単位：人）

B 私 こ

【２・３号認定子ども】 （単位：人）

1・2歳児 小計 0歳児 1・2歳児 小計

B 私 こ 90 48 60 150 90 12 48 60 幼保連携型

＜変更後＞

【１号認定子ども】 （単位：人）

B 私 こ

【２・３号認定子ども】 （単位：人）

1・2歳児 小計 0歳児 1・2歳児 小計

B 私 こ 139 68 89 228 139 21 68 89 幼保連携型

合計
0歳児

施設名
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認可定員
（認定定員）

確認による
利用定員

備考

認定こども園かんらんこども園 9 9 幼保連携型

施設名

備考

認可定員
（認定定員）

確認による
利用定員

備考

認定こども園かんらんこども園

施設名

認定こども園かんらんこども園 12 150

認可定員（認定定員） 確認による利用定員

２号
３号

合計 ２号
３号

12 12 幼保連携型

確認による利用定員
備考３号

２号
３号

0歳児

保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所

保育所、認定こども園

幼稚園、認定こども園

認定区分

１号認定子ども

２号認定子ども

３号認定子ども

対象者

保育を必要とする事由に該当する満３～５歳児

幼稚園等で教育を希望する満３～５歳児

保育を必要とする事由に該当する０～２歳児

主に利用できる施設等

認定こども園かんらんこども園 21 228

合計 合計

※　左欄の「Ｂ」はＢ区域（豊津・江坂・南吹田地域、千里山・佐井寺地域）を、次欄の「私」は私立を、３つ目の欄の「こ」は認定こども園
を意味します。また、類型については備考欄に記載しています。

施設名
認可定員（認定定員）

２号

1
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令和 2 年（2020 年）8 月 
子ども・子育て支援審議会資料 
児 童 部 子 育 て 政 策 室 

 

吹田市子ども・子育て支援事業計画 令和元年度施策・事業実施報告について 

 

１ 概要 

吹田市子ども・子育て支援事業計画（以下、「計画」という。）を効果的に推進していくために、

毎年度、計画の進捗状況を把握し、点検・評価を行い、PDCAサイクルを実施しております。また、

計画の進捗状況については、報告書を作成し、毎年公表しております。 

報告書の内容は、令和元年度の各施策・事業の実績値等と、「実施状況及び効果」や「今後の課

題及び改善点」といった各担当室課による点検・評価（案）等を、まとめたものです。 

 

２ 報告書（案）内容 

  資料 2-別冊「吹田市子ども・子育て支援事業計画 令和元年度（2019 年度）施策・事業実施

報告書（案）」のとおり 

ページ番号 標題 内容 

1～ １ はじめに 子ども・子育て支援事業計画の概要等を説明して

います。 

9～ ２ 図表で見る進捗状況 吹田市の人口、世帯数、出生数、児童数や、市が

実施している各種健診、教室、相談、一時預かり

等の子ども・子育て支援に関連する事業の各種デ

ータを表とグラフで記載しています。 

25～ ３ 教育・保育の確保方策の進捗

状況 

3 区域別及び市全体の確保方策とその進捗状況等

を記載しています。 

31～ ４ 地域子ども・子育て支援事業

の実施状況 

地域子ども・子育て支援事業の「実績値」、「決算

額」、「実施状況及び効果」と「今後の課題及び改

善点」を記載しています。 

43～ ５ 教育・保育の一体的提供及び

教育・保育の推進に関する体制の

確保の実施状況 
各施策の「実施状況及び効果」と「今後の課題及

び改善点」を記載しています。 
49～ ６ 子ども・子育て支援関連施策

の実施状況 

 資料２ 
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令 和 2年 （ 2 0 2 0年 ） 8月 
子ども・子育て支援審議会資料 
児 童 部 子 育 て 政 策 室 

 

第２期吹田市障がい児福祉計画について 

 

１ 概要 

   障がい児福祉計画は、児童福祉法第33条の20に基づき策定するもので、障がいのある児童

の健やかな育成を支援するため、本市における障がい児福祉サービスの種類ごとの具体的な実

施内容、必要な見込量、その確保のための方策等を定めるものです。 

   本市ではこれまで、平成30年度（2018年度）から令和２年度（2020年度）までを計画期

間とする「第１期吹田市障がい児福祉計画」（以下「現計画」という。）を策定し、障がい児施

策を推進してきました。今年度はその計画期間の最終年度を迎えていることから「第２期吹田

市障がい児福祉計画」（以下「次期計画」という。）を、現計画と同様に「第６期吹田市障がい

福祉計画」と一体的に策定します。 

   また、策定に当たっては、国や大阪府が示す基本的な指針や考え方に即し、「吹田市子ども・

子育て支援事業計画」との整合を図ります。 

   なお、次期計画については、本市の附属機関である吹田市社会福祉審議会に諮問し、現在、

同審議会の障がい者施策推進専門分科会において調査審議していただいております。 

 

 

   【参考】 

      児童福祉法 第33条の20第１項 

       市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他 

障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」 

という。）を定めるものとする。 

 

 

２ 策定に向けた取組 

障がい者施策推進専門分科会での調査審議の後、社会福祉審議会からの答申を受け、パブリ

ックコメントを実施した後、令和３年（2021年）３月までに次期計画を策定する予定です。 

 

 

 

 

 資料 3 
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令和 2 年（ 2020 年） 8 月 
子ども・子育て支援審議会資料 
児 童 部 保 育 幼 稚 園 室 

 

令和 2 年 4 月 1 日現在の保育所等利用待機児童数について 

 

待機児童解消に向けて、待機児童解消アクションプランの各方策により民間保育 

施設等の整備を着実に進めてきた結果、吹田市の、国基準（厚生労働省「保育所等  

利用待機児童数調査要領」）に基づく、令和 2 年 4 月 1 日現在の保育所等利用待機  

児童数は 16 人（前年度比 6 人減）となりました。 

また、申し込みをしたが保育所等を利用できていない児童で国の待機児童の定義に

あてはまらない児童は、昨年より約 2 割減少しました。 

しかし、保育士不足による民間保育施設等での受け入れ枠の縮小という新たな課題

が表面化し、この４月での待機児童の解消には至りませんでした。 

今後は、民間保育施設等の整備や既存施設の受け入れ枠拡充による保育枠の更なる

確保に努めるとともに、それを支える保育人材の数及び質の確保を同時に進めて   

いきます。 

 

（１）令和２年度地域別歳児別待機児童数表について…６ページ表 

  ・待機児童数の 87.5％を千里丘地域の 1・2 歳児が占めています。 

  ・主な理由として、保育士確保不足による定員を超えた弾力運用枠の減少に 

よるものと考えられます。 

 

（２）令和２年度地域別歳児別入所不可児童数表について…７ページ表 

  ・入所不可児童数（保育所等に申込をしたが、入所不可となった児童数。）は、 

   一番多い地区が「豊津・江坂・南吹田」となっており、次いで「ニュータウン」 

   「山田・千里丘」の順となります。 

  ・令和元年度と比較すると、「Ａ区域」「Ｃ区域」は入所不可児童数が減少して 

いますが、「Ｂ区域」は増加しています。これは、「Ｂ区域」において住宅開発 

が進み、保育希望者が増加したにも関わらず、令和２年４月１日までに、新な 

保育施設の開設が少なかったことによるものと考えられます。 

 

 資料 4 
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令和2年4月1日現在

区域名 地区名 地域名 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計

東 1人 0人 1人 0人 0人 0人 2人

西 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

計 1人 0人 1人 0人 0人 0人 2人

片山 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

岸部 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

計 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

江坂 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

吹二・垂水 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

吹南 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

計 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

千里山東 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

千里山西 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

春日 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

佐井寺・五月が丘 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

計 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

山田東 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

山田西 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

千里丘 0人 7人 7人 0人 0人 0人 14人

計 0人 7人 7人 0人 0人 0人 14人

北千里 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

南千里 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

計 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

1人 7人 8人 0人 0人 0人 16人

※上記は、保育所所在地別の児童数です。

令和2年度地域別歳児別待機児童数表

合計

山田・千里丘
地域、

ニュータウン地域
（Ｃ区域）

豊津・江坂・
南吹田地域、
千里山・佐井寺

地域
（Ｂ区域）

ＪＲ以南地域、
片山・岸部地域
（Ａ区域）

ニュータウン
地域

ＪＲ以南地域

片山・
岸部地域

豊津・江坂・
南吹田地域

千里山・
佐井寺地域

市外

山田・
千里丘地域
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令和2年4月1日現在

区域名 地区名 地域名 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計

東 6人 13人 7人 2人 3人 0人 31人

西 3人 7人 3人 1人 1人 0人 15人

計 9人 20人 10人 3人 4人 0人 46人

片山 11人 18人 7人 4人 2人 2人 44人

岸部 10人 14人 8人 7人 0人 0人 39人

計 21人 32人 15人 11人 2人 2人 83人

江坂 6人 43人 14人 23人 6人 3人 95人

吹二
・垂水 10人 15人 10人 8人 4人 0人 47人

吹南 7人 23人 18人 8人 3人 0人 59人

計 23人 81人 42人 39人 13人 3人 201人

千里山東 4人 8人 12人 16人 2人 2人 44人

千里山西 7人 21人 7人 5人 2人 0人 42人

春日 1人 11人 5人 6人 0人 0人 23人

佐井寺
・五月が丘 7人 19人 13人 4人 4人 1人 48人

計 19人 59人 37人 31人 8人 3人 157人

山田東 3人 12人 13人 0人 0人 0人 28人

山田西 1人 12人 4人 1人 1人 1人 20人

千里丘 6人 42人 37人 21人 4人 4人 114人

計 10人 66人 54人 22人 5人 5人 162人

北千里 9人 17人 14人 16人 4人 0人 60人

南千里 22人 49人 22人 11人 11人 1人 116人

計 31人 66人 36人 27人 15人 1人 176人

3人 2人 4人 2人 2人 1人 14人

116人 326人 198人 135人 49人 15人 839人

※上記は、保育所所在地別の児童数です。

山田・千里丘
地域、

ニュータウン地域
（Ｃ区域）

山田・
千里丘地域

ニュータウン
地域

市外

合計

令和2年度地域別歳児別入所不可児童数表

ＪＲ以南地域、
片山・岸部地域
（Ａ区域）

ＪＲ以南地域

片山・
岸部地域

豊津・江坂・
南吹田地域、
千里山・佐井寺

地域
（Ｂ区域）

豊津・江坂・
南吹田地域

千里山・
佐井寺地域
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令和 2 年（ 2020 年） 8 月 
子ども・子育て支援審議会資料 
児 童 部 保 育 幼 稚 園 室 

 

令和２年度保育所等整備の公募について 

 

１ 北千里保育園跡地を活用した保育所の公募について 

 

⑴ 公募概要 

ア 所在地   古江台三丁目 119番 5及び 149の一部 

イ 敷地面積  約 2,900㎡のうち、保育所分約 1,400㎡（通路・法面含む） 

ウ 貸付方法及び期間 

     一般定期借地権設定契約（借地借家法第 22条）50年 

エ 定員    120名程度 

   オ その他 

     本用地で福祉部が公募を行う高齢福祉施設との複合施設による応募も可 

 

 

⑵ 位置図 

 

 

  北千里小学校及び北千里保育園跡地 

  小規模特別養護老人ホーム及び保育所公募用地 

  北千里小学校跡地複合施設用地 

北千里駅 

 資料 5 
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⑶ 公募理由 

   平成 31 年度４月１日時点の国基準の待機児童数は、市全体で 22 人（前年度比 33

人減）ですが、申し込んだが入所不可となった児童数は、928 人となっています。C

地域（山田・千里丘、千里ニュータウン地域）のうち、北千里区域では、待機児童

数が６人、入所不可児童数は１０５人となっています。 

入所不可児童数１０５人のうち、１歳児～３歳児が８８人と大部分を占めており、

第２期吹田市子ども・子育て支援事業計画において、６０名定員保育所で換算すると

３園程度を整備する必要があります。 

北千里区域では、今後も建替えが見込まれていることから、その必要数はさらに増

加すると予測しています。 

したがって、北千里区域では保育所の整備が急務となっていますが、事業を担う民

間事業者にとっては、当該地域の土地が高額であり事業を行う上で障壁になっている

ことから、市有地の普通財産を貸し付け、保育所の整備を公募により行うものです。 

貸付けを行う市有地として、北千里小学校及び北千里保育園跡地の活用を検討した

ところ、北千里保育園跡地が施設の使用用途等から最適であると判断し、当該跡地に

おいて公募を行うものです。 

 

⑷ スケジュール（予定） 

令和２年（2020年）   10月 1日    公募受付開始（10月 21日まで） 

12月下旬    事前協議対象者決定 

   令和３年（2021年）   １月頃    定期借地権設定に係る基本協定書締結 
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2 私立保育所整備費助成事業（Ｂ区域）の公募について 

 

⑴ 公募概要 

ア 公募地域  Ｂ区域（豊津・江坂・南吹田地域、千里山・佐井寺地域） 

  イ 施設種別及び公募箇所数、定員       

(ア) 認可保育所    4箇所程度 定員各 60名 

(イ) 小規模保育事業  2箇所程度 定員各 19名 

 

⑵ 公募理由 

   本市では、子ども・子育て支援事業計画に基づき、平成２７年度より保育所待機児

童対策に取り組んでいます。令和２年度以降についても、住宅開発や要保育率の上昇

に伴い必要な保育量は増加する見込みで、第２期子ども・子育て支援事業計画の中で

も引き続き待機児童解消策を実施する必要があります。地域別では、Ｂ区域（豊津・

江坂・南吹田地域、千里山・佐井寺地域）が、他の区域に比べ、入所不可児童が多く

発生する見込みで、特に３歳児にその傾向が顕著で緊急的な対策が必要です。 

そのため、Ｂ区域の１歳児～３歳児の緊急待機児童対策として、認可保育所等 6 箇

所程度の整備を進めるものです。 

 

⑶ スケジュール 

令和２年（2020年） ９月 1日   公募受付開始（9月 18日まで） 

10月下旬   事前協議対象者決定 
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 令和 2 年（ 2020 年） 8 月 
子ども・子育て支援審議会資料 
児 童 部 保 育 幼 稚 園 室 

 

吹田市保育士・保育所支援センター事業の実施について 

保育士が不足している中、保育人材の確保及び定着を図っていくため、吹田市保育士・保育所支

援センター（無料職業紹介所）を開設しました。事業の概要及び求人票の受付状況等は、以下のとお

りになります。 

１．概   要    保育人材の安定的な確保を目的として、保育士再就職支援コーディネーターを配

置し、吹田市内保育所等へ就職を希望する保育士（潜在保育士）等への就労支

援を行います。 

２．実施主体   吹田市（中核市）直営 

３．担当所管   児童部 保育幼稚園室 経理整備グループ 

４．業務内容   中核市となることで実施が可能となる「保育士・保育所支援センター」を設置・運営

し、以下の業務を実施します。 

（１） 保育士の就職支援（相談、斡旋、求人情報提供、研修） 

（２） 保育士就職支援コーディネーターの配置 （募集状況把握、就職先提案、ニーズ調整） 

（３） 人材バンク機能の活用 （届出受付、名簿管理、現状確認、相談会やセミナーの情報提供） 

（４） 放課後児童支援員の人材確保（上記の求人に放課後児童支援員も加える） 

※私立保育園等の情報提供や紹介を優先としますが、保育士本人の希望があれば、公立保

育園や育成室の情報提供のうえ、担当所管に引き継ぎます。 

※保育士・保育所支援センターとして、保育士の確保に協力しますが、就労を決めるのは保育

士個人や各保育所であり、責任を負うことはできません。また、施設にも通常の求人活動を

継続するようお願いしています。 

５．対象職種   原則、保育士及び保育教諭とし、雇用形態は問いません。 

ただし、求人需要に応じ看護師、栄養士、給食調理員及び保育従事者（保育補助）

についても対象とします。 

６．開始時期   令和 2 年 7 月 

７．実施場所   保育幼稚園室の一画 
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８．職員体制   コーディネーター1 名（会計年度）、事務職１名（正職） 

令和 2 年度以降は研修（準備）に取り組むため、更に事務職１名追加要望 

コーディネーターには公立保育士 OB を配置 

９．求人受付  センターにおいて求職者への求人情報の紹介を希望される場合は、私立保育所等か

ら「求人票兼労働条件明示書」を提出いただきます。令和 2 年 8 月 14日時点の私立

保育所等からの求人票の受付状況は以下のとおりです。 

（1）保育士の求人数 

保育士・保育教諭の求人数 約 80 名 

内訳：保育士 正社員 34 名（17 件）、パート・アルバイト 29 名+若干名（19 件） 

保育教諭 正社員 6 名（3 件）、パート・アルバイト 10 名（6 件） 

（２）その他の求人数 

看護師 1 名（1 件）、調理員 3 名（2 件） 

 

10．求職申込  5 月定例会の議決後、ホームページ、SNS 等にて事業概要を掲載し、7 月 1 日より

求職者の申込みを開始しました。令和 2年 8月 14 日時点の求職者の相談受付件数

は 12 件（希望職種：保育士 9 件、栄養士 1 件、看護師 2 件）になります。うち求職者

登録に至った件数は 10件、残り 2件は今後具体的な求職相談を実施する予定です。 

また、事業周知につきましては、市報すいた 8 月号、新聞折り込みチラシ、公共施

設・養成校等でのチラシ配布等のあらゆる方法で実施しております。今後は、出張相談

会の実施や大阪府保育士・保育所支援センター、養成校等との連携を深めていくこと

で、さらに求職者相談・支援の強化を図ってまいります。 
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令和 2 年（ 2020 年） 8 月 
子ども・子育て支援審議会資料 
児 童 部 保 育 幼 稚 園 室 

ＡＩ入所選考について 

1 導入の経緯 

保育所等の利用にあたっては、「吹田市保育所等利用調整基準」に基づき、保護者の就労状

況・世帯状況等を指数化し、合計指数の高い世帯から順に、希望の保育所等に利用の案内を

する利用調整を行います。 

今までの利用調整事務で行っていた準備作業（市民の多様な希望に対する確認や仕分け、

名簿の並び替え作業など）や選考事務に要する膨大な時間を数秒で処理することが可能となり、

これにより得た時間をより細やかな利用調整、利用調整結果の早期通知、窓口での手厚い入所

相談に充てることで、市民サービス向上につなげられると考え、令和３年４月入所選考分から導

入します。 

 

2 ＡＩ入所選考によるスケジュール 
 

① 一斉申込受付（１次調整分） 【10/1～10/31】 ① 一斉申込受付（１次調整分） 【9/23～10/23】

▼ ▼

② 申請内容確認・入力作業 【一斉申込期間中～11月中旬】 ② 申請内容確認・入力作業 【一斉申込期間中～11月中旬】

▼ ▼

③ 入力内容のチェック 【11月末までに】 ③ 入力内容のチェック 【11月末までに】

▼ ▼

④ 入所選考枠の確定 【12月中旬までに】 ④ 入所選考枠の確定 【11月末までに】

▼ ▼

⑤ 指数検討会議 【12月中旬までに】 ⑤ 指数検討会議 【12月中旬までに】

▼ ▼

⑥ 利用選考会議 【12月中旬～1月中旬】 ⑥ ＡＩ入所選考の実施、不具合確認 【12月中旬～12月末】

▼ ▼

⑦ 一斉申込選考結果通知 【2月上旬までに】 ⑦ 一斉申込選考結果通知 【1月中旬までに】

▼ ▼

⑧ 一般申込受付①（２次調整分） 【11/1～2/18】 ⑧ 一般申込受付（２次調整分） 【1/4～2/19】

▼ ▼

⑨ 利用選考会議 【2月末までに】 ⑨ ＡＩ入所選考の実施、不具合確認 【2月末までに】

▼ ▼

⑩ 一般申込選考結果通知 【3月上旬までに】 ⑩ 一般申込選考結果通知 【3月上旬までに】

▼ ▼

⑪ 一般申込受付②（３次調整分） 【2/19～3/10】 ⑪ 内定辞退枠等の追加選考結果通知 【3/20までに】

▼

⑫ 利用選考会議 【3/15までに】

▼

⑬ 一般申込選考結果通知 【3/20までに】

(参考）令和２年４月入所選考 令和３年４月入所選考
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令和 2 年（ 2020 年） 8 月 
子ども・子育て支援審議会資料 
児 童 部 保 育 幼 稚 園 室 

 

令和 3年度保育所等利用申し込みの郵送受付について 

 

1 一斉申込受付 

新型コロナウイルス感染症対策のため、令和３年度保育所等一斉申込は新規・転所申込とも

に郵送受付とします。また、令和２年度途中申込も同様の取扱いとしています。 

（１）受付日時 

  令和２年９月２３日（水）～令和２年１０月２３日（金）（当日消印有効） 

  ※一般受付は、令和３年１月４日（月）～令和３年２月１９日（金）（締切日必着） 

（２）受付方法 

  専用封筒（各自用意の封筒でも可）による郵送申込で受付。 

  窓口に持参した場合は受取のみ対応。入所相談を希望する場合は別途対応。 

（３）書類不備や不足への対応 

  書類受付後に、担当確認により不備や不足がある場合は、令和２年１０月３０（金）（当日消印

有効）までに再提出を求めます。 

2 保育幼稚園室の窓口相談の事前予約制導入について 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための来室抑制策として、令和２年度より導入している 

「窓口予約システム」を使用した窓口相談の事前予約制を導入します。 

（１）期間 

  令和２年９月１日（火）～ （今後、通年で運用。） 

（２）予約方法 

  ・ソーシャルネットワーキングサービス（ＬＩＮＥ）上で、予約内容や日時を選択し、予約する。 

  ・相談時間は１回あたり２５分以内。 

  ・予約なしに当日来室した場合の当日ブースも設定。 

（３）その他 

  ・基本は、来室なしでも受付可能としているため、入所相談は電話やメールを推奨しています。 

  ・新型コロナウイルス感染症対策のため、今後も保育幼稚園室の窓口は縮小(３ブースのみ) 

して運用するため、できる限り来室を控えるよう広報しています。 
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令和2年4月1日現在

(うち要配慮児) (うち要配慮児) (うち要配慮児) (うち要配慮児) ５年生 ６年生

1 吹一 19 (2) 18 14 (2) 13 (1) 64 (5)

2 吹二 13 (2) 18 (3) 10 2 43 (5)

3 吹三 26 29 18 24 (1) 98 (1)

4 東 14 (1) 17 11 11 (1) (2) 55 (4)

5 南 66 (1) 47 (3) 31 (2) 10 (1) 154 (7)

6 吹六 19 17 18 (2) 12 (1) 66 (3)

7 千一 41 (1) 47 (1) 36 19 (1) 143 (3)

8 千二 49 (1) 50 (2) 42 (1) 35 (6) (1) (1) 178 (12)

9 千三 47 (2) 42 (3) 42 (2) 24 (1) (1) 156 (9)

10 千里新田 36 (1) 31 31 (1) 15 (1) 114 (3)

11 佐井寺 28 30 14 (1) 20 (1) 93 (2)

12 東佐井寺 32 (1) 23 (1) 14 (1) 9 78 (3)

13 岸一 7 18 15 8 48

14 岸二 34 (2) 34 (1) 33 (3) 10 (1) (5) (1) 117 (13)

15 豊一 54 (3) 58 (1) 42 (1) 38 (1) 192 (6)

16 豊二 31 (1) 15 23 (2) 20 (1) 89 (4)

17 江坂大池 25 24 (2) 12 9 70 (2)

18 山手 51 (2) 49 (3) 25 24 (2) (1) 150 (8)

19 片山 55 46 (3) 40 (1) 21 (1) (1) (2) 165 (8)

20 山一 26 (1) 31 24 9 90 (1)

21 山二 34 (1) 27 (2) 25 (1) 16 (2) (1) (2) 105 (9)

22 山三 19 23 13 16 (1) 72 (1)

23 山五 5 12 8 (1) 11 36 (1)

24 東山田 53 (4) 64 (1) 46 43 (2) (2) 208 (9)

25 南山田 60 51 (2) 62 46 (2) (1) 220 (5)

26 西山田 31 (1) 29 (1) 19 (1) 16 95 (3)

27 北山田 30 43 (2) 27 (1) 23 (1) 123 (4)

28 千里丘北 72 (1) 39 (2) 46 (1) 22 179 (4)

29 佐竹台 70 (3) 47 41 20 (2) (2) 180 (7)

30 高野台 7 9 (1) 8 (1) 7 (1) 32 (3)

31 津雲台 39 40 (2) 43 (3) 18 140 (5)

32 古江台 26 (1) 35 15 32 108 (1)

33 藤白台 44 (1) 51 (1) 23 (1) 22 (1) 141 (4)

34 青山台 12 (1) 7 8 (1) 4 (1) 32 (3)

35 桃山台 56 (1) 53 (1) 35 (1) 44 (1) 188 (4)

36 千里たけみ 40 (1) 26 28 14 (1) 109 (2)

計 1,271 (36) 1,200 (38) 942 (31) 687 (28) (19) (12) 4,131 (164)

※1　うち待機児童3人　　

※2　うち待機児童15人　　

※3　うち待機児童7人　　

２年生 ３年生 ４年生
障がい児
モデル事業

計

(うち要配慮児)

令 和 ２ 年 （ 2020 年 ） 8 月
子ども・子育て支援審議会資料
地域教育部放課後子ども育成課

　令和2年度の入室申請受付児童数は、前年度と比較して333人増加しています。また、山一、千里丘北及び佐
竹台育成室で待機児童が発生していますが、引き続き、施設・指導員の人材確保に努めるとともに、民間事業へ
の運営業務委託を進めていくことで、待機児童の解消に努めていきたいと考えています。

令和２年度　留守家庭児童育成室　入室申請受付児童数について

育成室
１年生

※2

※3

※1
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令和 2 年（ 2020 年） 8 月 
子ども・子育て支援審議会資料 
地域教育部放課後子ども育成課 

 

令和２年度留守家庭児童育成室の委託について 

 

令和２年度からの運営業務委託育成室及び委託事業者 

育成室 委 託 事 業 者 

山手 
事業者：株式会社セリオ 代表取締役 若濵 久 

実 績：吹田市以内で保育所を運営、府内で放課後児童クラブを受託運営 等 

 

令和元年度以前からの運営業務委託育成室及び委託事業者 

【平成２７年度】 

育成室 委 託 事 業 者 

千里丘北 
事業者：社会福祉法人光聖会 理事長 秋田 光哉 

実 績：吹田市内外で、保育所や認定こども園等を数多く運営 

【平成２８年度】 

育成室 委 託 事 業 者 

山三 
事業者：社会福祉法人光聖会 理事長 秋田 光哉 

実 績：吹田市内外で、保育所や認定こども園等を数多く運営 

青山台 
事業者：社会福祉法人大阪キリスト教女子青年福祉会 理事長 朝川 晃子 

実 績：大阪市内で保育所を運営、古江台・青山台地域包括支援センターを受託 

【平成２９年度】 

育成室 委 託 事 業 者 

千里 

たけみ 

事業者：社会福祉法人千里聖愛保育センター 理事長 鉄口 英雄  

実 績：竹見台地区内で保育所を運営 

【平成３０年度】 

育成室 委 託 事 業 者 

佐井寺 
事業者：株式会社セリオ 代表取締役 若濵 久 

実 績：吹田市以内で保育所を運営、府内で放課後児童クラブを受託運営 等 

山五 
事業者：特定非営利活動法人クレイシュ 井上 泰孝          ※ 

実 績：府内での小中学生を対象とした学習支援活動 等 

北山田 
事業者：新都共栄株式会社 代表取締役 茂苅 延夫 

実 績：吹田市内で小規模保育事業を実施 

藤白台 

事業者：社会福祉法人波除福祉会 理事長 西村 良廣  

    社会福祉法人燦愛会 理事長 井上 光博   【２法人の連名】 

実 績：波除福祉会 大阪市内で保育所を運営、自ら放課後児童クラブを運営 

    燦愛会 吹田市内で高齢者施設を運営、吹三・東地域包括支援センター 

    を受託 

桃山台 
事業者：社会福祉法人耀き福祉会 理事長 中谷 敬子 

実 績：吹田市内で保育所を運営 等 

※ 平成３１年３月末で委託契約終了 
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【令和元年度】 

育成室 委 託 事 業 者 

吹六 

事業者：特定非営利活動法人スポキッズ 理事長 宮﨑 拓哉 

実 績：滋賀県内で民設放課後児童クラブを運営、大阪市内で小規模保育事業を 

    実施 

 

 

令和３年度の運営業務委託について 

 計画に基づき、全 36か所内の３分の１（12か所）を目途に民間事業者への業

務運営委託を進めていますが、令和２年度当初で 10か所について委託済みです。 

令和３年度につきましては、東佐井寺育成室・西山田育成室の２か所を委託

事業者を公募する育成室として選定し、関連予算を９月定例会に提案予定です。

議決承認が得られれば、今後公募の実施に向けて準備を進めてまいります。 
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